
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
本
法
施
行
後
、
教
育
の
政
治
的
中
立
性
、
地
方
教
育
行
政
に
お
け
る
責
任
体
制
の
明
確
化
、
迅
速
な
危
機
管
理
体
制
の
構
築
、
地
方
公
共
団
体
の
長

と
教
育
委
員
会
と
の
連
携
の
強
化
等
の
状
況
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二
、
新
教
育
長
の
権
限
及
び
責
任
が
従
来
に
比
し
て
重
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
直
接
任
命
す
る
首
長
の
責
任
は
も
ち
ろ
ん
、
任
命
同
意
に
際
し
、
新

教
育
長
の
資
質
・
能
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
議
会
の
責
任
も
重
く
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
議
会
に
お
い
て
は
、
所
信
聴
取
等
、
丁
寧
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

三
、
教
育
委
員
会
は
、
レ
イ
マ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
権
限
が
強
化
さ
れ
る
新
教
育
長
に
よ
る
事
務
執
行
を
地
域
住
民
の
視
点
に
立
っ
て
、

厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。 

四
、
新
教
育
長
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
大
学
等
に
お
け
る
研
修
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
、
資
質
・
能
力
の
向
上
を
図
る
こ

と
。 

五
、
教
育
委
員
会
が
期
待
さ
れ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
育
委
員
に
多
様
な
人
材
を
登
用
し
た
り
、
人
数
を
増
や
す
等
、
教
育
委
員
会

の
活
性
化
を
促
進
す
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
に
つ
い
て
も
、
研
修
制
度
の
充
実
や
行
政
部
局
と
の
人
事
交
流

等
に
よ
り
、
そ
の
能
力
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
教
育
委
員
会
事
務
局
の
業
務
量
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
小



規
模
な
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
指
導
主
事
の
拡
充
等
を
通
じ
た
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。 

六
、
学
校
現
場
に
民
意
を
反
映
し
て
い
く
た
め
、
保
護
者
や
地
域
住
民
の
参
画
を
得
な
が
ら
学
校
運
営
の
改
善
や
学
校
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
よ
る
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、
財
政
措
置
も
含

め
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

七
、
首
長
が
総
合
教
育
会
議
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
運
営
協
議
会
や
学
校
支
援
地
域
本
部
等
の
関
係
者
の
参
加
を
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
。

特
に
、
教
育
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱
が
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
域
住
民
の
意
向
が
大

綱
に
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

八
、
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て
、
首
長
及
び
教
育
委
員
会
は
、
相
互
の
役
割
・
権
限
を
尊
重
し
つ
つ
、
十
分
に
協
議
を
行
い
、
調
整
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、

い
じ
め
事
案
な
ど
重
大
か
つ
緊
急
な
対
応
を
要
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
適
切
か
つ
迅
速
に
対
処
し
、
地
域
住
民
に
対
し
て
教
育
行
政
に
お
け
る
責
任

を
果
た
す
こ
と
。 

九
、
地
域
住
民
の
教
育
に
対
す
る
信
頼
と
期
待
に
応
え
、
開
か
れ
た
教
育
行
政
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
教
育
委
員
会
や
総
合
教
育
会
議
の
議
事
録
の
作

成
・
公
表
が
確
実
に
な
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。 

十
、
新
法
第
五
十
条
の
文
部
科
学
大
臣
の
指
示
の
明
確
化
に
つ
い
て
は
、
自
治
事
務
に
対
す
る
国
の
関
与
は
限
定
的
で
あ
る
べ
き
と
い
う
地
方
自
治
の
原

則
を
踏
ま
え
、
国
の
関
与
は
最
小
限
と
す
べ
き
こ
と
に
留
意
し
て
運
用
す
る
こ
と
。 

 
 

右
決
議
す
る
。 


